
地方公務員法の「改正」を受

けて、2016年4月から教員評価

の給与反映（賃金リンク）が始

まりました。県教委は給与反映

が始まっても、教員評価制度は

変えないとしています。

組合としては、あらためて

「教員評価」のあり方について

「茨城の教育」で取り上げ、職

場での問題点を多くの教職員の

共通の認識にしたいと考えます。

管理職の書き直し命令は間違い

今年の定期大会で、職場からの

報告の中でいくつかの職場から

「管理職から自己申告書の書き直

しを指示された」という話があり

ました。

しかし、「目標管理」という制

度の趣旨からすれば、書き直しは

あり得ないことです。目標を立て

るのは、教職員一人ひとりであっ

て、自主的に立てるから目標を立

てる意義が生まれるのです。経営

学では、目標を上からの命令では

なく、労働者が自己目標を立てて

仕事に取り組むことで仕事の生産

性が向上するとされています。

もちろん管理職との話し合いの

中で新たな目標や訂正が生まれる

ことはあります。教職員個人の判

断で目標や訂正を新たに追加すれ

ばよいのです。そのために、目標

の「追加欄」があるのです。

「自己申告書」の書き直しを指

示する、命令することは、経営学

を理解しない、まさにパワハラ事

案ともまた、コンプライアンス違

反とも言うべき事案です。

数値目標をどう考えるか

定期大会では、自己申告書を書

くにあたって、「数値目標を書く

ように」と指示されたという話が

出されました。そして、数値目標

という場合、「国立大学の合格者

を20名以上にする」「欠席や遅刻

する生徒をゼロにする」というよ

うな結果目標の記述を求められる

ことが多くなっています。

しかし、「国立大学に合格する

こと」や「欠席や遅刻をゼロする

こと」は生徒の目標であって、教

師の目標ではありません。教師の

目標は、そうした生徒の目標を支

援するために何をやるのかという

のが目標です。

つまり、「結果目標」ではなく、

「取り組み目標」を自己申告書に

書くべきなのです。数値目標を入

れた「取り組み目標」は当然あっ

てもよいと私たちは考えます。

例えば、「遅刻をした生徒と月2

回以上面接をする」という目標を

立てた場合、それができなかった

時は何故できなかったのかについ

て管理職と話し合いが進み、生徒

と面談する時間を学校として作る

というような新たな方針が話し合

いの中で生まれることも考えられま

す。

しかし、「欠席、遅刻をゼロに

する」というような目標では、そ

れができなかったとき教師個人の

責任を追及するだけになってしま

い、結果的に閉鎖的な職場になっ

てしまいます。

数値目標を入れた「結果目標」

は、立てるのは簡単ですが、教育

的には意味のない、教育活動を混

乱に陥れるものでしかありません。

できない目標は立てない

教育委員会は、「教員評価制度

は変えない」と言い、教員評価制

度の目的は、「教職員個人の資質

の向上」と「職場の教育力の向上」

にあると言っています。

評価が給与反映しなかった時は、

自己申告書の内容はそれほど問題

になりませんでした。しかし、給

与反映を前提に考えた場合、目標

は自分ができない高い目標や数値

目標を入れた結果目標は書くべき

ではありません。

給与反映の最終的な評価は年度

末の管理職との面接で決定します

が、できない目標を立てた結果、

できなかったことが問題になるこ

とは避けるべきです。

また、最終面談の時、自己評価

を提出することになりますが、絶

対に「C」はつけるべきではありま

せん。自ら「C」をつけることで、

「不良」や「特に不良」などの管

理職の評価につながることは避け

るべきです。

自己評価については、12月頃に

再び「茨城の教育」で取り上げて

問題点を明らかにしていきます。

茨城県教育委員会のHPを見る

と、スクールソーシャルワーカー

派遣事業について次のような記

述があります。

近年、学校外の第三者が係わる

生徒や保護者の問題で生徒の学校

生活に支障が生まれているという

事例が多くなっています。

例えば、生徒が始めたアルバイ

トがブッラクバイトで、学校生活

に支障が出るほどひどい労働実態

になっているがやめられないといっ

た事例の場合、担任がバイト先の

経営者と話をするというのは簡単

なことではありません。このよう

な場合、スクールソーシャルワー

カーに入ってもらうと有効です。

学校では、担任任せにせずに、

生徒や保護者の切実な問題に即し

てスクールソーシャルワーカーを

有効に活用することが求められて

います。
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今後の教員評価の留意点

スクールソーシャルワーカーって何

県単の事業で平成28年度から開

始、対象は県立学校（高校、特別

支援学校）で、派遣人数は５名。

社会福祉士・精神保健福祉士等が

スクールソーシャルワーカーを担

当。派遣形態は１度の要請につき

５回（１回あたり４時間）派遣。



（1）公務災害の申請方法

学校での仕事（公務）が原因の

事故やけが、病気については公務

災害の対象になります。また通勤

途中の交通事故は通勤災害として

公務災害の対象になります。特に、

交通事故は後遺障害が事故後かな

りの時間が経って起きることが多

いので、けがの程度にかかわらず、

公務中の災害は公務災害として申

請しましょう。

公務災害の申請用紙や申請方法

については、教育情報ネットワー

クで閲覧できます。

各学校の衛生委員会では、事務

室の誰が公務災害の担当者である

かを明らかにするとともに、①②

③の資料をダウンロードして職員

室に置いて、誰でも見られるよう

にしておく必要があります。

（2）研修は職務

時々、「うちの学校の管理職は、

夏季休業中の研修を認めないと言っ

ている」という声が組合に寄せら

れます。また、研修の申請の仕方

などを管理職が説明しないので、

研修したいが手続きが分からない

という青年教員の声も聞きます。

長期休業中の研修に関して、文

科省が取り扱いの変更を求めたの

が2002年3月でした。

茨城県教育委員会は文科省の変

更を受けて、「事前に研修計画書

を提出し研修承認願いを得るとと

もに、事後はすみやかに研修報告

書等の提出を踏まえて、教育公務

員特例法第19条及び20条の規定の

趣旨に沿った適切な運用を図るよ

う指導を徹底すること」という指

示を2002年6月に出しました。

＊その後、教育公務員特例法の改正で、

19条は21条、20条は22条に変更されま

した。

教育公務員特例法は21条で、

「教育公務員は、その職責を遂行

するために、絶えず研究と修養に

努めなければならない」、22条で

「教員は授業に支障がない限り、

本属長の承認を受けて、勤務場所

を離れて研修を行うことができる」

と規定されています。

2002年当時、茨城県高等学校教

職員組合は、研修は法令によって

規定された職務であるとし、「法

令の趣旨に従った研修で教育活動

の充実をめざそう」と県内の教員

に呼びかけました。

2002年以降、研修に関する県教

委の指示は全く変わっていません。

研修を行う場合は「計画書と報告

書を提出しなさい」と指示してい

るだけです。計画書の内容や研修

場所を理由に、研修を認めない場

合があってもよい等とは一言も言っ

ていません。また、研修場所に行っ

たことを証明できるチケット等を

添付することも求めていません。

県教委の指示していないことを

「校長の判断だ」と言って研修を

制限するような管理職は、県教委

が教職員に求めているコンプライ

アンスに反しています。県教委の

指示に反する「校長の判断」はあ

り得ず、結果的に健全な職場環境

を歪めるものでしかありません。

あと1ヶ月で夏休みになりますが、

夏休みには、職務である研修を大

いに活用しましょう。

全教（全日本教職員組合）が、

5月18日に2015年度高校生の就

職内定実態調査（卒業時）を公

表しました。今回の調査は94年

度に第1回を行って以来22年目

になります。以下は、調査結果

のポイントです。

①卒業時の就職内定率96.1％（男

子97.3％・女子93.8％）は、本調

査開始以来最高になったが、内定

率は道府県、男女、課程で差があ

る。

②定時制･通信制課程の内定率は80.

4％（男子81.2％・女子78.9％）で、

現場から「求人が少ない」「不登

校傾向の生徒が、卒業後の就職や

進学に消極的で、進路指導が困難」

「家庭の事情等により全日制の普

通高校への進学ができなかった生

徒もおり、企業等でそういう背景

をあまり理解してくれていない」

などの報告があった。

③特別支援学校の高等部の内定率

は93.9％（男子94.5％・女子92.7

％）であるが、「就職・進学以外」

が58.3％（男子55.1％・女子64.1

％）となっており、内定率だけで

実態を見ることは困難。また、就

職ができても不安定雇用が44.8％

で、現場からは「期間の定めのあ

る求人が多い」「障害者枠では、

正規雇用が少ない」「実習に行っ

た後に求人が出されることがほと

んど」などの報告があった。

④今回初めて調査した、県外に就

職する割合は、全国平均が15.7％

であるが、中国･四国・九州ブロッ

ク（28.5％）、北海道･東北ブロッ

ク（23.4％）では4人に1人、長崎

（51.7％）、佐賀（49.4％）、青

森（47％）は2人に1人が県外に就

職している。

⑤「家族構成･家族の仕事について」

「結婚について」等面接時の違法

質問は相変わらず多い。佐賀から

は「受験時に企業に対して高校生

に対する違法質問の内容及び面接

時の規則を願書に添付」と、違法

質問をなくす現場からの取り組み

も報告されている。

今回の調査には茨城県内の20数

校で協力があり、心より感謝申し

上げます。

①教育条件整備の県教委交渉（8月

末）の要求書の提出締切は6月末日。

要求書は組合本部までファクスか

メールでお寄せください。また、7

月初旬に校長･事務長との懇談･交

渉に取り組みましょう。

②第2回分会代表者会議

日時 7月16日（土）10：00～

場所 青少年会館（歴史館隣）
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2015年度卒業時就職内定調査結果

今後の取り組み


